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第196回審査会における委員意見について、事業者の回答を以下にお示しします。 

 

 

【委員からの意見①】 

事業計画について、どの段階でどれくらいの具体化が可能なのか。その事業計画とアセス手

続きがどう絡むのか、ある程度の見込みを示してもらいたい。 

また、土地利用等が不明確な段階で、どのように影響評価していくのか、現段階での考え方

を示してもらいたい。 

 

 

【事業者の回答①】 

土地利用計画に基づく、具体的な事業計画は、評価書手続きを終えた後に確定していきます。

市が団地造成に係る実施設計・工事を進め、事業用地に進出された事業者が建物等の計画を行

い、立地する施設などが確定します。 

評価書案における予測は、予測実施段階において把握できる事業計画や神戸複合産業団地等

の事例を参考に、施設や面積、稼働条件等を想定しています。 

神戸複合産業団地の環境影響評価書に掲載された土地利用計画図を、参考資料として提出し

ます。 
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【参考資料】評価書段階における事業計画例（神戸複合産業団地） 
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【委員からの意見②】 

水質の影響評価項目が工事だけとなっているが、224ページの予測手法では施設の稼働を評

価することになっている。 

 

入居者が分かっていない段階で、水質は予測対象としないのに対し、大気、騒音、振動は予

測対象としているが、その判断基準が分からない。 

 

 

【事業者の回答②】 

実施計画書200ページ「表6.2-1 行為等及び環境要素の関連表」に示すとおり、施設の稼働に

伴う水質は、環境影響評価項目として選定しないこととしています。 

203ページ「表6.2-3 環境影響評価項目として選定しない理由」に、その理由を記載していな

いことから、「施設の稼働に伴う汚水排水は、すべて公共下水道へ放流し、公共用水域へは直接

放流しないことから、環境影響評価項目として選定しない。」と追記します。 

また、224ページ「表7.4-2 予測の手法（水質）」及び225ページ「表7.4-3 評価の手法（水質）」

において、環境影響要因として「施設の稼働」を記載した内容は誤りです。 

実施計画書の修正内容を、参考資料として提出します。 
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【参考資料】実施計画書の修正内容 
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【委員からの意見③】 

木見川における水質の調査地点について、農閑期のみとしている調査地点では、農閑期と農

繁期のいずれの時期においても測定するべきではないか。 

 

 

【事業者の回答③】 

当該地域における水の流れは、農繁期と農閑期で異なっていることから、環境影響評価にお

いても、農繁期と農閑期に分けて、それぞれの時期で事業実施区域からの影響を最も受ける公

共用水域を調査地点に設定し、現地調査及び予測・評価並びに事後調査を進めていくことを考

えています。 

ご指摘の地点における水の流れを、参考資料として提出します。 
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【参考資料】木見川における水の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


